
　

八
雲
町
介
護
保
険
事
業
運
営
委

員
会
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画
の

策
定
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

指
定
等
、
八
雲
町
の
介
護
保
険
事

業
の
円
滑
な
運
営
に
向
け
た
検
討

を
行
う
委
員
会
で
す
。

【
日
時
】
11
月
30
日（
水
）

　

午
後
1
時
30
分

【
場
所
】
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ　

　

第
1
・
2
会
議
室

【
内
容
】

・
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の

　

創
設
に
伴
う
指
定
地
域
密
着
型

　

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
基
準

　

等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　

に
つ
い
て

・
八
雲
町
介
護
予
防
・
日
常
生
活

　

支
援
総
合
事
業
実
施
要
綱
の
制

　

定
に
伴
う
関
係
条
例
の
一
部
改

　

正
に
つ
い
て

　町民の皆様の声を広く聞き、町民主体の自治を実現することを目的に、
平成22年4月1日に八雲町自治基本条例が制定されました。
　このコーナーでは各種審議会などの委員公募や会議の開催案内、パブリックコメントの実施
についてお知らせします。
　詳しくは、各担当課へ問い合わせていただくか、町のホームページをご覧ください。

八雲町自治基本条例コーナー
八雲町の「まちづくり」に参加しませんか？

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

　

八
雲
町
総
合
開
発
委
員
会
は
、

町
長
の
付
属
機
関
と
し
て
、
八
雲

町
の
産
業
経
済
、
福
祉
、
教
育
な

ど
住
民
福
祉
の
向
上
に
資
す
る
各

種
の
政
策
に
つ
い
て
総
合
的
に
審

議
し
、
意
見
を
具
申
す
る
委
員
会

で
す
。

【
日
時
】
12
月
1
日（
木
）

　

午
後
1
時
30
分

【
場
所
】

　

八
雲
町
役
場
２
階

第
１
会
議
室

【
内
容
】

・
当
面
す
る
町
の
主
要
事
業
に
つ

　

い
て

・
第
２
期
八
雲
町
総
合
計
画
の
策

　

定
に
つ
い
て

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

　
企
画
振
興
課
企
画
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
3
0
0

　

八
雲
町
行
財
政
改
革
懇
話
会

は
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
シ
ス

テ
ム
の
確
立
や
財
政
収
支
の
均
衡

と
持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
枠
組

み
の
早
期
構
築
等
に
必
要
な
事
項

を
審
議
し
、
町
に
提
言
を
行
う
会

議
で
す
。

【
日
時
】
12
月
7
日
（
水
）　

　

午
後
1
時
30
分
〜

【
場
所
】
八
雲
町
役
場
2
階

　

第
１
会
議
室

【
内
容
】

・
行
政
評
価
に
つ
い
て

【
問
い
合
せ
先
】

　
行
財
政
改
革
推
進
室

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
3
0
0

八雲町自治基本
条例第12条の規
定に基づき、
会議を公開で
行います
皆様の傍聴を
お待ちして
います

八
雲
町
介
護
保
険
事
業
運

営
委
員
会
を
開
催
し
ま
す

八
雲
町
総
合
開
発
委
員
会

を
開
催
し
ま
す

八
雲
町
行
財
政
改
革
懇
話

会
を
開
催
し
ま
す

委
員
の
公
募
結
果

町
民
意
見
の
公
募
結
果

○
八
雲
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
運
営
協
議
会
委
員

　
　
　
　
　
（
公
募
人
数
2
名
）

　
　
　
　
　
応
募
人
数…

１
人

　
　
　
　
　
結　
　
果…

１
人

○
第
８
期
分
別
収
集
計
画
の

　
策
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
結　
　
果…

０
人

　町長と話したい、町長の考えを聞いてみたいと思っている
町民の方との懇談会を開催しています。
◆人　　数  ５名以上（団体、個人は問いません）
◆懇談時間　概ね１時間程度
◎希望の開催日時と会場を事前にお知らせください。
　（こちらから伺います）随時、受け付けしています。
※日程は、町長の公務日程と調整させていただきます。
◆申 込 先
　企画振興課協働推進係 ☎0137－62－2300
　地域振興課まちづくり推進係 ☎01398－2－3111

町長との懇談会 いつでもOK
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